
琵琶湖森林づくり条例の改正および

滋賀県水源森林地域保全条例の制定について

滋賀県琵琶湖環境部

森林政策課

資料５
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滋賀県の森林

森林

2027
50%

琵琶湖等

803
20%

農地

556
14%

市街地

252
6%

道路

148
4%

その他

231
6%

滋賀県の約半分は森林
（琵琶湖の約３倍）

2



森林づくりに主体的に参画
下流の人々と長期的な展望に立ち

琵琶湖森林づくり条例

（平成１６年４月１日施行）

多面的機能が持続的に発揮できるよう
豊かな森林を守り育て

琵琶湖と人々の暮らしを支える森林を
健全な姿で未来へ引き継ぐ
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琵琶湖森林づくり条例
（平成１６年４月１日施行）

琵琶湖森林づくり基本計画
（平成１７年度～平成３２年度）

琵琶湖森林づくり事業
（平成１８年度～）

琵琶湖森林づくり県民税
（平成１８年４月１日施行）
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琵琶湖森林づくり条例の理念の実現に向け、施策の総合的かつ計画的な
推進を図るための基本的な計画

基本方向

基本方針

基本施策

琵琶湖と人々の暮らしを支える森林づくりの推進

（１）環境に配慮した森林づくりの推進

（２）県民協働による森林づくり

（３）森林資源の循環利用の促進

（４）次代の森林を支える人づくりの推進

○森林の多面的機能の持続的発揮に重点をおいた森林づくり
○県民全体で支える森林づくり
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琵琶湖森林づくり基本計画
（平成１７年度～平成３２年度）

基本計画を着実に実施するため、琵琶湖と森林の関係を重視しながら、公益的

機能の高度発揮を重点に置いた環境重視の森林づくりの推進と、広く県民が森

林に対する理解と関心を深め、県民との協働による森林づくりを推進するとい

う、新たな視点に立った「琵琶湖森林づくり事業」を展開するために必要な費用と

して、県民の皆様から「琵琶湖森林づくり県民税」をいただいています。

【個人】
年間 ８００円

（現行個人県民税均等割に上乗せ）

【法人】
年間 ２，２００～８８，０００円
（現行法人県民税均等割に上乗せ）

琵琶湖森林づくり基金

年間約６億円
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琵琶湖森林づくり県民税
（平成１８年４月１日施行）



7

環
境
を
重
視
し
た
森
林
づ
く
り

陽光が差し込む適切な森林整備

長伐期林への誘導

森林資源の循環利用と二酸化炭素の固定

荒廃している里山林の整備

琵琶湖森林づくり事業
（平成１８年度～）

県
民
協
働
に
よ
る
森
林
づ
く
り

森林づくりへの理解や参加の促進

多様な主体による森づくり活動への支援

木のぬくもりや良さの普及啓発

森林環境学習や次代の人材育成

琵琶湖森林づくり事業
（平成１８年度～）
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①目的不明な森林の取得

②ニホンジカ増加による被害
立木の皮剥による枯死、材質低下
生態系衰退と土壌流出

③林地境界の不明確

④文化的・学術的価値の高い巨樹・巨木
の保全 など

条例制定後の新たな課題
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新たな課題への対応

「水源林保全の仕組みづくり」について、森林審議会へ諮問
平成26年9月 森林審議会より答申

Ⅰ適正な保全管理を進める仕組み

・水源林の土地取引の把握

・林地境界明確化

・水源林の巡視等による状況の把握

・多様な主体による水源林の管理

Ⅱ豊かな生態系を育む仕組み

・ニホンジカ対策

・巨樹・巨木の森をはじめとする多様な

森林生態系の保全

Ⅲ林業活動を活性化する仕組み

・間伐の推進

・県産材の生産・利用・流通

Ⅳ価値を評価し情報発信する仕組み

・琵琶湖の水源林の価値の評価 10



琵琶湖森林づくり条例の改正
（平成２７年４月１日）

○環境に配慮した森林施業の推進（第１０条）
・森林の土地の境界の明確化
・共同施業、委託等による森林施業
・鳥獣による森林被害対策

○巨樹・巨木等のある森林の保全（第１１条）

○森林の有する水源の涵養機能の維持・増進（第１２条）

○県産材利用の促進（第１７条）

○県産材の生産、加工、流通の合理化、
県産材の適切な供給の確保（第１７条） 11

琵琶湖森林づくり条例
（平成２７年４月１日改正）

琵琶湖森林づくり基本計画変更
（平成２７年度～平成３２年度）

琵琶湖森林づくり事業
（平成２７年度～）

検 討

琵琶湖森林づくり県民税
（平成１８年４月１日施行）

検 討
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琵琶湖森林づくり条例

（第１２条）

県は、森林の有する水源かん養機能が琵琶湖下流域の安
定的な水の供給について欠くことのできないものであること
に鑑み、森林の有する水源かん養機能の維持を図るために
必要な措置を講ずるものとする。

水源森林地域保全条例の制定
（平成２７年４月１日一部施行）

水源森林地域における適正な土地利用の確保を図るための措置

森林の有する水源かん養機能の維持増進 13

水源森林地域の保全に関する施策を実施するに
当たっての基本的な考え方を定める

①水源森林地域での適正な土地利用について
・適正な土地利用の内容・助言・指導の内容
・水源森林地域を適正な土地利用に導くため
の県としての施策等

②水源森林地域の指定について
・水源森林地域の指定の基本的な考え方

③その他水源森林地域の保全について
・水源森林地域での森林の施業・管理等の
方向など

水源森林地域保全条例

基本方針（第５条） 平成２７年６月策定
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水源森林地域内の所有権等の移転等の届出等
（基本方針① 第７条～第14条）

土
地
所
有
者
等

（
売
主
等
）

買
主
等

④助言、指導
の内容を伝達
（第10条第２項）

① 契約の30日前ま
でに県に届出
（第７条第１項）

市町県（必要に応じて）
報告徴収・立入調査

（第９条）

③ 助言、指導（水源
森林地域の保全に
関すること)（第10条）

②連携
(第８条)

水源森林地域

市町へ意見照会
し、助言・指導に

反映
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平成２７年９月

水源森林地域指定

公告・縦覧

水源森林地域の指定（イメージ）
（基本方針②）
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水源林保全巡視員の配置
（基本方針③）

水源林保全巡視員

地域情報に精通し、かつ、治山施設の保全状況等の専門知識を有する者

（NPO等を含む）

○県が示す巡視活動仕様書に基づき調査を行い、詳細な報告書を提出する。

○災害対応等、緊急を要する場合は事務所の指示に従い調査活動を行う。

○巡視にあたっては、調査活動の正当性を担保する証明書を所持

○最新情報の共有・研修の実施により、巡視スキルの向上をはかる

○県事業として実施

開発現場
等の監視
指導

森林被害
実態把握

山地災害
危険地
点検

防鹿施設
の機能
点検指導

林業関連
施設の防
災的点検
指導

治山施設
の

機能点検
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届出制度については
平成28年１月１日から施行

皆様のご理解とご協力をお願いします。

（～
６
月
）

基
本
方
針
の
策
定

（～
８
月
）

水
源
森
林
地
域
の
指
定

（９
月
）

公
告
・縦
覧 （１

月
～
）

届
出
制
度
施
行

制度の広報・啓発
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